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令 和 ２ 年 1 1 月 2 0 日 （ 金 曜 日 ）

午前10時０分開会

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 脇 谷 のりこ 同

（ ）９番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）10番 安 田 厚 生 同

（ ）11番 内 田 理 佐 同

（ ）12番 日 髙 利 夫 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 山 下 博 三 同

（ ）24番 右 松 隆 央 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 日 高 博 之 同

（ ）34番 濵 砂 守 同

（ ）35番 二 見 康 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 徳 重 忠 夫 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 松 浦 直 康

農 政 水 産 部 長 大久津 浩

県 土 整 備 部 長 明 利 浩 久

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 日 隈 俊 郎

公 安 委 員 長 江 藤 利 彦

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人 事 委 員 長 濵 砂 公 一

事務局職員出席者

事 務 局 長 亀 澤 保 彦

事 務 局 次 長 内 野 浩一朗

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 日 吉 誠 一

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 川 野 有里子

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太
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議長挨拶◎

開会前に一言申し上げま○丸山裕次郎議長

す。

本日は、執行部、関係団体の御協力をいただ

き、古代衣装を着用し、本会議を開催いたしま

す。

この取組は、平成24年度から記紀編さん1300

年記念事業の一環として実施しております。

県議会としましても、「神話のふるさと み

やざき」のブランドイメージの一層の浸透が図

られることを期待するものであります。

開 会◎

これより令和２年11月定例○丸山裕次郎議長

県議会を開会いたします。

本日の会議を開きます。

会議録署名議員指名◎

会議録署名議員に、山下博○丸山裕次郎議長

三議員、坂本康郎議員を指名いたします。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、会期の決定について○丸山裕次郎議長

議題といたします。

今期定例会の会期日程に係る議会運営委員長

の審査結果報告を求めます。議会運営委員会、

山下博三委員長。

〔登壇〕 おはようございま○山下博三議員

す。御報告いたします。

去る11月13日及び本日の議会運営委員会にお

いて、本日招集されました、令和２年11月定例

県議会の会期日程等について協議いたしまし

た。

今期定例会に提案されます知事提出議案は合

計33件、その内訳は、補正予算３件、条例４

件、予算・条例以外の26件であります。このほ

か１件の報告があります。

これらの提出議案の内容等を踏まえ、当委員

会において審査した結果、会期は、本日から12

月９日までの20日間とすることに決定いたしま

した。

なお、会議日程は、お手元に配付されており

ます日程表のとおりであります。

今期定例会は、11月26日から５日間の日程で

一般質問を行います。一般質問終了後、人事案

件を採決し、その他の議案・請願について、所

管常任委員会への付託を行います。

12月３日から２日間の日程で各常任委員会を

開催し、９日の本会議で、付託された議案・請

願の審査結果報告及び採決を行います。

なお、議員から提出される議案の取扱い及び

特別委員会については、日程表に記載のとおり

であります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。〔降壇〕

議会運営委員長の報告は終○丸山裕次郎議長

わりました。

質疑の通告はありません。

会期決定◎

会期についてお諮りいたし○丸山裕次郎議長

ます。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日から12月９日まで

の20日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

令和２年11月20日(金)
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令和２年11月20日(金)

のように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

立皇嗣の礼に伴う賀詞奉呈の件◎

次に、立皇嗣の礼に伴う賀○丸山裕次郎議長

詞奉呈の件を議題といたします。

天皇陛下におかせられましては、去る令和２

年11月８日に皇嗣文仁親王殿下の立皇嗣の礼を

あげさせられましたことは、誠に慶賀に堪えな

いところであり、謹んでお祝い申し上げるもの

でございます。

ここで、お諮りいたします。

立皇嗣の礼に当たり、お手元に配付のとお

り、天皇陛下及び皇嗣殿下に、本県議会の名を

もって賀詞を奉呈することに御異議ありません

か。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、お手元に配付のとおり、賀詞を奉呈す

ることに決定いたしました。

議員の辞職許可◎

次に、髙橋透議員から辞職○丸山裕次郎議長

願が提出されておりますので、事務局長に朗読

させます。

〔事務局長朗読〕

辞職願

今般、一身上の都合により議員を辞職したい

ので、御許可くださるようお願いいたします。

令和２年11月20日

宮崎県議会議員 髙橋 透

宮崎県議会議長 丸山 裕次郎 殿

ただいま朗読いたしました○丸山裕次郎議長

髙橋透議員の辞職の件を議題といたします。

この場合、髙橋透議員は、地方自治法第117条

の規定により除斥されますので、退席願いま

す。

〔髙橋透議員退席・退場〕

お諮りいたします。○丸山裕次郎議長

髙橋透議員の辞職を許可することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、髙○丸山裕次郎議長

橋透議員の辞職は許可されました。

暫時休憩いたします。

午前10時５分休憩

午前10時９分開議

議案第１号から第33号まで上程◎

休憩前に引き続き会議を開○丸山裕次郎議長

きます。

次に、お手元に配付のとおり、知事から、議

案第１号から第33号までの各号議案の送付を受

けましたので、これらを一括上程いたします｡

〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の○丸山裕次郎議長

説明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。令和２年11月定例県議会の開会に当た

り、初めに一言お礼を申し上げます。

本日は、県議会の御発案により、記紀編さ

ん1300年を記念した取組として、古代衣装を身

にまとっての本会議となりました。来年、本県

で開催いたします国文祭・芸文祭の成功に向

け、そして「神話の源流 みやざき」を内外へ
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令和２年11月20日(金)

発信していく上で、このような貴重な機会を設

けていただいたことに対しまして、丸山議長を

はじめ県議会の皆様に厚くお礼を申し上げま

す。

それでは、ただいま提案いたしました議案に

関する御説明に先立ち、まず、本県の新型コロ

ナウイルス感染症対策の取組状況について御報

告申し上げます。

まず、感染者の状況ですが、県内において、

昨日までに確認された感染者は388名でありま

す。現在療養されております方々が一日も早く

回復されますようお祈り申し上げます。

本県は、７月中旬から９月上旬までの間、事

実上の第２波を経験しましたが、その感染拡大

の経緯や一連の対応をしっかりと検証し、これ

からの対策に生かすことが大変重要であると考

えております。

事実上の第２波における感染経路につきまし

ては、多くが県外からウイルスが持ち込まれ、

それが家庭や職場内、会食等を通して広がり、

その後、接待を伴う飲食店や高齢者施設でクラ

スターが発生しました。

また、一時、人口10万人当たりの直近１週間

の感染者数が全国で６番目となり、ピーク時は

１日最大101名の方が入院、54名の方々が施設で

療養されるなど、深刻な状況に至りました。

一方で、感染者の方々の症状については、無

症状・軽症者が多数であり、重症者等は比較的

少ない状況でありました。これは、積極的な疫

学調査、徹底したＰＣＲ検査の実施といった感

染症対策や、医療の最前線で献身的に業務に従

事いただいている皆様の御尽力のたまものと、

心より感謝を申し上げます。

また、感染拡大緊急警報の発令に伴う外出自

粛や休業等の要請に対する、県民や事業者の皆

様の御理解と御協力により、県内における爆発

的な感染拡大や、新たなクラスターの発生を防

ぐことができたものと考えております。重ねて

感謝申し上げます。

直近の全国の状況を見ますと、今月に入り、

北海道や都市圏を中心に、新規感染者数が急増

しており、まさに第３波ともいうべき急速な感

染拡大に至っている状況であり、強い危機感を

持っております。

本県においては、これまで全国的な感染拡大

とタイミングを同じくして、感染が発生・拡大

していることに加え、今後、感染リスクが高い

とされている冬場を迎えることから、県内で

も、「第３波の入り口にある」という危機感の

下、引き続き全国の感染状況を十分注視し、さ

らに警戒を強めていく必要があります。

事実、県内では、事実上の第２波が鎮静化し

た９月中旬以降、県外からのウイルスの持込み

と考えられる感染が散発的に確認されておりま

したが、今月17日、宮崎市内でクラスターが発

生し、串間市でも初めての感染者が確認されま

した。これに伴い、全県的な警報レベルを、レ

ベル２「特別警報」に引き上げ、県民の皆様に

厳重に警戒していただくよう呼びかけていると

ころであります。

現在、飲食業関連の方々による「県内一斉ガ

イドライン点検の日」の巡回点検をはじめ、そ

れぞれの立場で様々な取組が行われておりま

す。

事業者の皆様におかれましては、身体的距離

を確保する、従業員の感染防止対策を徹底する

など、改めてガイドラインの遵守をお願いいた

します。

また、県民の皆様におかれましても、マスク

を着用する、３密を避ける、手指の消毒や換気
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令和２年11月20日(金)

を徹底する、体調不良の状況で行動しないな

ど、新しい生活様式を徹底していただきますよ

う、重ねてお願いいたします。

本県における検査体制につきましては、これ

までＰＣＲ検査を中心に充実を図ってまいりま

したが、季節性インフルエンザの流行期に備

え、かかりつけ医等の地域の身近な診療・検査

医療機関の指定等を進め、ピーク時の検査需要

と想定されます１日最大4,500件に対応できるよ

う検査体制を強化いたします。

また、医療提供体制につきましては、関係す

る皆様の御理解と御協力により、現時点で入院

病床を246床、軽症者等の宿泊療養施設を250室

確保しております。今後、重症者や重症化リス

クのある方に対して医療資源の重点をシフトし

ていく観点から、適切な入院勧告・措置の調整

を進めてまいります。

さらに、10月20日に、福祉保健部感染症対策

室内に新型コロナ対策の企画調整を行う４名の

専任の職員から成る「新型コロナウイルス対策

担当」を新設し、これまで「新型コロナウイル

ス対策特命チーム」が担ってきた市町村との連

携も含め、県庁内の体制を強化したところであ

ります。

これから冬を迎えるに当たり、県民の命と健

康、暮らしを守り抜くため、今後とも感染拡大

防止策を徹底するとともに、本県経済の再生・

復興に全力で取り組んでまいります。

次に、県政に関しまして、３点、御報告を申

し上げます。

１点目は、10月26日から今月５日まで、航空

自衛隊新田原基地において実施されました日米

共同訓練についてであります。

第１に、今回の訓練については、県議会の皆

様のお力添えをいただきながら、新田原基地の

周辺市町と連携し、再三にわたり米軍人の新田

原基地内での宿泊を強く要請いたしましたが、

基地の外のホテルで宿泊が行われたことは、極

めて遺憾であります。

第２に、訓練において、米軍機のオイル

キャップの紛失事案が発生し、地元に大きな不

安を与えたことは大変遺憾であります。

第３に、訓練に関する安全対策等の具体的な

措置や迅速な情報提供の在り方について、国と

周辺市町・県との間で明確かつ詳細な合意や仕

組みがなかったことは大きな課題であると認識

しております。

このため、今月13日、今後の訓練に向けて、

基地内宿泊を含めた安全対策や情報提供の在り

方等について周辺市町と協議を行ったところで

あり、年度内には国と書面での確認を行うよう

進めてまいります。

今後とも県民の安全・安心の確保に全力で取

り組んでまいりますので、県議会の皆様には一

層の御支援、御協力を賜りますよう、お願い申

し上げます。

２点目は、都城志布志道路金御岳工区の開通

についてであります。

国及び鹿児島県とともに整備中の都城志布志

道路において、本県が金御岳工区として整備を

進めております金御岳－県境区間2.9キロメート

ルが、鹿児島県側の県境－末吉間2.9キロメート

ルとともに、来年３月28日に開通する運びとな

りました。

これまで開通に向け御支援いただきました県

議会の皆様をはじめ、関係者の皆様に心からお

礼を申し上げます。

この区間の開通により、今年度末までに、都

城志布志道路全長約44キロメートルのうち、横

市インターチェンジから志布志インターチェン
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令和２年11月20日(金)

ジまでの約32キロメートルがつながることにな

ります。

この道路の整備が進むことで、防災、経済、

医療など各方面において大きな効果が期待され

ますので、引き続き、国及び鹿児島県と緊密に

連携し、一日も早い全線開通に向けて全力で取

り組んでまいります。

３点目は、全国知事会「地方税財政常任委員

会」委員長への就任についてであります。

私は、今月４日、全国知事会に設けられてお

ります６つの常任委員会のうち、地方税財政常

任委員会の委員長に就任いたしました。

この委員会は、全国知事会の中でも地方税財

政に関する事項を所管する中核的な役割を担う

委員会であり、地方税財政に関する提言を取り

まとめ、国に対して要請活動を行うほか、国と

地方の協議の場を通じて地方６団体の意見を国

に伝えるなど、国の地方財政対策や税制改正等

に重要な役割を果たしております。

新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、防

災・減災、国土強靱化対策や人口減少問題、デ

ジタル化など、地方自治体が直面する課題に的

確に対応していくためには、地方一般財源総額

の確保など、地方税財政対策の充実・強化が不

可欠であります。本県のように財政基盤の脆弱

な自治体をはじめ地方団体の代表として、地方

の声をしっかり国に訴えますとともに、委員長

としての活動を通じて、国や他県とのパイプを

さらに強化し、本県の発展につなげてまいりた

いと考えております。

それでは、本日提案いたしました議案の概要

について御説明申し上げます。

初めに、補正予算案についてであります。

補正額は、一般会計99億2,192万3,000円、特

別会計３億5,800万円、公営企業会計１億3,961

万1,000円であります。この結果、一般会計の歳

入歳出予算規模は7,029億4,155万2,000円となり

ます。

今回の補正予算による一般会計の歳入財源

は、国庫支出金87億844万7,000円、財産収入２

億100万円、寄附金3,337万6,000円、県債９

億7,910万円であります。

以下、一般会計補正予算案に計上いたしまし

た事業の概要について御説明いたします。

新型コロナウイルス感染症対策につきまして

は、今年度の各補正予算でお認めいただきまし

た各種事業の着実な執行に努めるとともに、現

下の状況を踏まえ、今回、緊急包括支援交付金

などを活用し、必要な事業を構築したところで

あり、合計76億円規模の対策を講じてまいりま

す。

その主な事業について御説明申し上げます。

まず、「新型コロナウイルス緊急対策事業」

につきましては、この冬に想定される新型コロ

ナウイルス感染症の流行に備え、ＰＣＲ検査等

のための機器導入支援や、保険適用検査の自己

負担分の公費負担、患者を受け入れるための病

床を確保した医療機関の支援に要する経費を増

額するものであります。

次に、「保険薬局従事者慰労金交付事業」に

つきましては、保険薬局において患者に接しな

がら服薬指導や投薬補助等の業務に従事した方

へ慰労金を交付するものであります。

次に、「「みやざき学び旅」促進事業」につ

きましては、県内での教育旅行を促進するた

め、旅行会社の商品企画開発や小中学校等のバ

ス借上げを支援するための経費を増額するもの

であります。今日も多くの子供たちが県庁の見

学に訪れていただいているところであります。

このほか、休業や失業により収入が減少され
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た方等に対する生活福祉資金に要する経費を増

額し、セーフティーネットを充実させるととも

に、県産水産物について、県外の学校給食への

提供により応援消費や販売拡大を図るなど、引

き続き地域経済の活性化等に取り組んでまいり

ます。

以上、新型コロナウイルス感染症対策に係る

事業について御説明いたしました。

次に、新型コロナウイルス感染症対策以外の

主な事業の概要について御説明いたします。

まず、「周産期医療ネットワーク運営支援事

業」につきましては、周産期医療体制整備のた

め、ＩＣＴを活用した妊産婦モニタリングシス

テムの運営を支援するものであります。

次に、「次世代の畜産を守る家畜防疫対策事

業」につきましては、家畜伝染病に対する農場

の防疫を充実・強化するため、国の消費・安全

交付金を活用して防鳥ネットの設置を支援する

ものであります。

次に、「宮崎海洋高等学校進洋丸代船建造事

業」は、宮崎海洋高校が所有する漁業航海実習

船「進洋丸」の代船建造を行うものでありま

す。

このほか、補助公共・交付金事業のうち、

「災害関連緊急砂防事業」として、令和２年台

風10号によって椎葉村で発生した土砂災害につ

いて、早期に砂防堰堤等を整備し、今後の災害

発生の防止を図ることとしております。

最後に、債務負担行為の設定について御説明

いたします。

「県有スポーツ施設整備事業」につきまして

は、国民スポーツ大会の体育館整備に係る建設

工事費等について、債務負担行為を設定するも

のであります。

このほか、港湾整備事業特別会計における

「ふ頭整備事業」につきましては、宮崎カー

フェリーの新船建造に伴い、宮崎港においてサ

イドスロープを整備するものであります。

それでは、次に、予算以外の議案について御

説明いたします。

議案第４号「県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」は、地域経済牽

引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化

に関する法律の改正に伴い、関係規定の改正を

行うものであります。

議案第５号「宮崎県森林環境税条例の一部を

改正する条例」は、県民税均等割における超過

課税措置の適用期間を延長するため、関係規定

の改正を行うものであります。

議案第６号「宮崎県情報公開条例及び宮崎県

個人情報保護条例の一部を改正する条例」は、

宮崎県住宅供給公社が本年９月30日付で清算結

了したことに伴い、関係規定の改正を行うもの

であります。

議案第７号「うなぎ稚魚の取扱いに関する条

例の一部を改正する条例」は、漁業法の改正に

伴う宮崎県漁業調整規則の改正等を行ったた

め、関係規定の改正を行うものであります。

議案第８号及び議案第９号は、30年発生道路

災害関連事業国道448号藤工区（仮称）藤トンネ

ル工事（１工区）及び（２工区）の請負契約の

変更について、それぞれ議会の議決に付すべき

契約に関する条例の規定により、議会の議決に

付するものであります。

議案第10号は、県立高等学校等における壁か

けプロジェクターその他関連機器の取得につい

て、財産に関する条例の規定により、議会の議

決に付するものであります。

議案第11号は、西都商業高等学校跡地の土地

及び建物を西都市の産業振興のための用地に供
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するものとして処分することについて、財産に

関する条例の規定により、議会の議決に付する

ものであります。

議案第12号は、県立宮崎病院における医療上

の事故に係る損害賠償額を定めることについ

て、宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の

規定により、議会の議決に付するものでありま

す。

議案第13号から第28号までは、宮崎県男女共

同参画センターなど21の施設の管理を行わせる

指定管理者の指定について、地方自治法の規定

により、議会の議決に付するものであります。

議案第29号は、令和３年度の全国自治宝くじ

及び西日本宝くじの本県発売金額を定めること

について、当せん金付証票法の規定により、議

会の議決に付するものであります。

議案第30号及び議案第31号につきましては、

収用委員会委員２名が令和２年12月27日をもっ

て任期満了となりますので、このうち、議案

第30号は、髙島俊一氏の後任委員として岡田英

治氏を、議案第31号は、持原道雄氏の後任委員

として坂本義広氏をそれぞれ任命いたしたく、

土地収用法の規定により、議会の同意を求める

ものであります。

議案第32号は、収用委員会予備委員岡田英治

氏が令和２年12月27日をもって任期満了となり

ますので、その後任予備委員として堀野誠氏

を、議案第33号は、収用委員会予備委員坂本義

広氏の後任予備委員として小八重英氏をそれぞ

れ任命いたしたく、土地収用法の規定により、

議会の同意を求めるものであります。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。

本年９月、台風10号に伴う土砂災害により、

椎葉村では、ベトナムからの技能実習生１名の

方の貴い命が失われました。改めまして、犠牲

になられた方に哀悼の誠をささげるとともに、

御親族や関係者の皆様にお悔やみを申し上げま

す。

今もなお、３名の方の行方が不明となってお

り、椎葉村では、今月15日にも大規模な捜索活

動が行われたところであります。

私は、このたびの痛ましい災害を胸に刻みつ

つ、前を向いて歩みを進めておられる椎葉村や

関係者の方々に心を寄せるとともに、これから

も県民の命と暮らしを守る取組を進めていかな

ければならないとの決意を新たにしておりま

す。

椎葉村では、本年７月、村内外の人々が交流

する拠点施設「Ｋａｔｅｒｉｅ（かてりえ）」

が開館しました。この施設は、図書館やキッズ

スペース等の設備を備え、子供からお年寄りま

で多くの方々が多様な過ごし方や交流を行うこ

とができる新たな地方創生の拠点であります。

また、館内には、通信環境が整ったコワーキン

グスペースが併設されており、ゆとりある新し

い働き方とされる「ワーケーション」の取組が

始められています。

「Ｋａｔｅｒｉｅ（かてりえ）」という名前

は、地域の伝統的な助け合いのありようを意味

する「かてーり」という椎葉の言葉に由来して

おります。「かてーり」は、そば刈りや田植な

ど、皆で協力し合って地域の暮らしを守る人々

の心のよりどころとなってきた精神でありま

す。

新型コロナウイルス感染症とそれに伴う社会

的影響が長きに及ぶ中、私は、「かてーり」の

精神に学びつつ、県民の皆様、市町村、関係機

関などオール宮崎による「連帯」をもって、こ

の社会的危機を乗り越えてまいりたいと考えて
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おります。

県議会の皆様におかれましては、格別の御理

解と御支援を賜りますようお願いいたします。

以上であります。よろしく御審議のほどお願

いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりまし○丸山裕次郎議長

た。

明日からの日程をお知らせいたします。

明日21日から25日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、26日午前10時から、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時31分散会
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